
※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。
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工事着手前に補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出
①～④共通　㋐工事契約書又は請書の写し
　　　　　　㋑内訳明細書又は見積書の写し
　　　　　　㋒工事着工前の写真（全施工箇所）
　　　　　　㋓住宅の全景写真・図面
【その他必要と認める書類】
◎申請者と居住者が異なる場合…戸籍謄本等、関係がわかるもの
◎リフォーム後に転居する場合…誓約書
◎移住者の場合…戸籍の附票・納税証明書（前住所地のもの）
◎③の場合…不動産登記簿謄本の写し・売買契約書の写し
◎④の場合…罹災証明書の写し

・①～③の申請は併用できません
・②は同居している祖父母の申請も可能です
・③は令和７年４月１日以降に取得した中古住宅に限ります
・補助金の交付申請は、同一年度内に一回限りです
・令和４年度以降に交付を受けた補助金額（④を除く）が限度
額に達していない場合、再度申請できます
・実績報告書の提出期限は令和９年３月12日です
※申請に必要な書類は、市ホームページまたは
　各窓口に設置していますのでご確認ください。

▶市に住民登録をしている方
▶市税等の滞納がない方（工事する住宅に住む家族を含む）

▶市内にある住宅
　（別荘等を除き、新築から１年以上経過していること）
▶賃貸（賃貸予定も含む）をしていない住宅
▶併用住宅は、住宅部分が面積の２分の１以上の住宅
▶申請者または配偶者、親、子が所有し、かつ居住する住宅

▶補助対象となる工事費用が30万円以上（税込）であること
▶市内に本店のある業者または市に住民登録された個人事業
主が工事すること

【補助対象にならないもの】
◎対象工事が重複する市補助制度の補助金受給額（木造住宅
耐震補助、浄化槽設置補助、介護保険住宅改修費支給など）

◎公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事費用
◎門、塀等、いわゆる外構工事費用
◎その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事費用
用

建設課都市計画住宅係（森吉庁舎）
生活環境課くらしの安全係（本庁舎）／合川庁舎／阿仁庁舎

　木造住宅の倒壊等による災害を未然
に防止し、安全を確保するため、木造
住宅の耐震診断を希望する方に耐震診
断士を派遣します。
　申請の前にまずはご相談ください。
対象住宅　市内にある昭和 56 年５月
　　　　　31 日以前に着工し、現に居
　　　　　住している木造戸建て住宅
※併用住宅の場合は住宅部分の面積　
　が２分の１以上。
対象者　対象住宅を所有または共有
　　　　する個人で、本市の市税等
　　　　を滞納していない方
補助額　・市負担　12万円
　　　　・自己負担  １万円　
※診断費用は１棟当り 13万円です。
申込締切　11月 20日（金）
その他　耐震診断の結果によっては次
　　　　の補助金も対象になります。
▶耐震改修計画
　費用の 10分の 9（上限 20万円）
▶耐震改修または解体工事
　費用の 2分の 1（上限 30万円）
　　　建設課都市計画住宅係
　　　☎72‐5246

 　県では令和７年度に発生した大雪
の災害復旧工事に必要な費用を補助し
ています。
対象　大雪により被害を受けた住家
補助額　災害復旧工事費の 10％
※最大８万円を補助。

北秋田地域振興局建築課
☎63‐2531

　令和８年４月に大学（短大）および
専修学校専門課程に進学する１年生を
対象とした奨学生を下記のとおり募集
します。
募集期間　５月７日（木）～ 26日（火）
募集人数　▼大学月額奨学金
　　　　　20人程度
　　　　　▼多子世帯向け奨学金
　　　　　10人程度
　　　　　▼専修学校月額奨学金
　　　　　10人程度
貸与額　いずれも月額５万円
選考結果通知　６月下旬（予定）
※応募者全員に文書で通知します。
※応募資格・提出書類などの詳細は、
　下記二次元コード、またはお電話、
　FAXでお問い合わせください。

公益財団法人秋田県育英会
☎018‐860‐3552
018‐860‐3555

事業名　獣害防止対策事業
対象　電気柵、防護柵、防獣ネット等
補助額　導入費用（税抜き）から以下
　　　　の補助率により算出（千円未
　　　　満切り捨て）
・販売農家　　　２分の１以内
・販売農家以外　３分の１以内
上限　１申請（個人、法人、組織）　
　　　10万円
※補助金の申請は、１対象者につき年
　度内１回限り。
　　　農林課農業振興係 
　　　☎62‐5514

　小規模農家が購入する農業用機械等
導入費用の一部を補助します。
事業名　小規模農家営農継続支援事業
対象　市内で農業を営む認定農業者以
　　　外の販売農家が導入する農業用
　　　機械等
補助額　導入費用（税抜き）の３分の
　　　　１以内（千円未満切り捨て）
上限額　30万円
応募締切　５月 29日（金）
※導入費用 15万円未満、中古品、汎
　用性の高い農業機械等は対象外。
※詳細は下記二次元コードよりご覧く
　ださい。
　　　農林課農業振興係 
　　　☎62‐5514

問
木造住宅耐震診断支援事業
命を守る『耐震診断！』

補助金 補助金
獣害を防止する電気柵等
の設置費用を補助します

秋田県住宅リフォーム
推進事業（災害復旧）

問申

問申

補助金

補助金
農業用機械等導入費用
の一部を補助します

問申

　市民の皆さまが市内業者を利用して、住宅のリフォームまたは増改築を行う場合に、補助金を交付します。対象となる工事
の種類と補助額は ①～④の４種類で、 ⑤・⑥ は該当する方への加算です。

②子育て応援型

工事費の 15％  最大 30 万円

建設課都市計画住宅係 ☎72‐5246住宅リフォーム支援事業

令和８年度　
秋田県育英会奨学生募集

奨学金 18歳以下の子どもが同居し
ている世帯が行う工事

①一般型

工事費の 10％  最大 10 万円

持ち家住宅のリフォーム・増
改築工事

④災害復旧型

工事費の 10％  最大 10万円

自然災害に伴う被害の復旧を
行う工事

③中古住宅購入型

工事費の 20％  最大 40万円

築10年以上の中古住宅を購
入して行う工事

⑥下水道接続工事（該当する方のみ）

定額 ５万円

①～③のリフォーム工事のうち、排水設備工事（下
水道接続工事・浄化槽設置工事）を行った方への加算

⑤移住者応援（該当する方のみ）

工事費の 15％  最大 30万円

定住目的に移住者が行う①～③のリォーム
・増改築工事への加算

対象住宅

対象者

対象の工事

申請場所

申請方法

注意事項

問申

問申


